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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴 う

西町内会館利用自粛延期について (お願い)

平素、町内会活動に参加・協力を賜 り、また恵み野西町内会館をご利用頂き有難 うござ

います。

さて、新型コロナウイルスの感染拡大防止につきましては、国や地方をあげて様々な対

策に取り組んで参 りました。

しかしながら、感染拡大傾向が続き、4月 7日 政府は 7都府県に 「緊急事態宣言」を発

出し、北海道でも5月 6日 迄の間を「集中対策期間」とし、新たに “北海道・札幌市緊急

共同宣言"が出され、本L幌市内の小中高は再び休校になるなど厳しい状況が続いていまし

,,´
/__。

政府は感染防止対策の更なる強化の必要性から、 17日 には 「緊急事態宣言」対象地域

を全国に広げ、13都道府県を重点的に対策を進める「特定警戒都道府県」と定めました。

これを受け、恵庭市においても市内小中学校の臨時休校や、公共施設の臨時休館を決定

するなど対策を講 じ、里埜 金 L主」上壼 亘三 =_役」塾全 墨 生範 墾 」笙笙I墜含整 笠≦塑 上星上聖2き

まして、自粛要請がありました。

更に、政府は6日 には緊急事態宣言の期限を31日 迄延期し、恵庭市からも5月 15日

迄町内会館等の利用につきまして、自粛再要請がありました。

この事から、下記のとおり恵み野西町内会館の利用を全面的に一時休止する期間の延長

を決定 しました。会員の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒事情を掛酌されまし

てご協力を賜 りますようお願い申し上げます。
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会館利用再開見通 し

問合せ先

。現時点で利用再開の具体的見通しはありませんが、 5月 以降の利

用予約は従来通り可能です。

・利用自粛終了日迄に利用再開見通しについて恵み野西会館玄関に

掲示 します。
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町内会館等の使用自粛に関するお願い (要請)

日頃から市政各般に亘 りご理解 とご協力をいただき感謝中し上げます。

さて、町内会館等の使用自粛につきましては、令和 2年 4月 21日付けで各町内会

長及び自治会長に再要請させていただいたところであ ります。

この度、法に基づ く緊急事態宣言の延長が全国に発せ られ、当初の予定であった 5

月 6日 以降も北海道全域において緊急事態措置がとられてお りますことから、継続 し

た感染防止策を取 らなければならない状況にあります。

これを受けて市では、新型 コロナウイルス感染症の感染拡大防止策 として、人が密

集することを避 けることを目的に市民会館、公民館及び地区会館などの人が集まる施

設を令和 2年 5月 15日 (金 )ま で休館延長を決定 したところであ ります。

こうしたことから、公共施設同様、令和 2年 5月 15日 (金)ま で町内会館等の閉

鎖 をし、感染拡大の防止にご協力 くださるよう再度要請いたします。

回覧について

町内会 。自治会内で行われている回覧は、地域内における情報連絡の重要な手段で

あると考えてお り、感染拡大防止のため、こまめに手洗いを実施する等、ご留意いた

だきますようお願いいたします。

恵庭市生活環境部市民生活課

電話 33-3131(内 線 1185)

担当 :中井 。赤川

恵庭市長

(


